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(57)【要約】
【課題】小型で撮影面の好適な洗浄が可能な車載カメラ
用ウォッシャノズルを提供する。
【解決手段】内部噴射孔１８と、その噴射方向と直交方
向に延設された流路２０及び吐出口１９を有する吐出部
１６とを備えてカメラ用ノズル１１が構成され、内部噴
射孔１８から噴射されたウォッシャ液Ｗを吐出部１６内
の流路２０に溜めつつ吐出口１９からリヤビューカメラ
１０の撮影面１０ａに沿うように吐出させて、その撮影
面１０ａ上の洗浄を行う構成とした。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両外部に搭載される車載カメラの撮影面にウォッシャ液を供給し、該撮影面に付着し
た異物を除去するための車載カメラ用ウォッシャノズルであって、
　内部に導入された前記ウォッシャ液を噴射する内部噴射孔と、その噴射方向と交差する
方向に延設された流路及び吐出口を有する吐出部とを備え、前記内部噴射孔から噴射され
た前記ウォッシャ液を前記吐出部内の流路に溜めつつ前記吐出口から前記車載カメラの撮
影面に沿うように吐出させてその撮影面上の洗浄を行うように構成されたことを特徴とす
る車載カメラ用ウォッシャノズル。
【請求項２】
　請求項１に記載の車載カメラ用ウォッシャノズルにおいて、
　前記吐出口は、前記車載カメラの撮影面と段差なく設けられたことを特徴とする車載カ
メラ用ウォッシャノズル。
【請求項３】
　請求項２に記載の車載カメラ用ウォッシャノズルにおいて、
　前記吐出口から吐出される前記ウォッシャ液が前記車載カメラの撮影面に沿って平行に
吐出するように構成されたことを特徴とする車載カメラ用ウォッシャノズル。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の車載カメラ用ウォッシャノズルにおいて、
　前記吐出口から吐出される前記ウォッシャ液が前記車載カメラの撮影面における洗浄対
象部分と同幅の平行形状に吐出するように構成されたことを特徴とする車載カメラ用ウォ
ッシャノズル。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の車載カメラ用ウォッシャノズルにおいて、
　前記吐出口から吐出される前記ウォッシャ液が重力方向下側に向けて吐出するように構
成されたことを特徴とする車載カメラ用ウォッシャノズル。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の車載カメラ用ウォッシャノズルにおいて、
　前記ウォッシャ液の導入圧が作用することで開弁するチェックバルブを備えたことを特
徴とする車載カメラ用ウォッシャノズル。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の車載カメラ用ウォッシャノズルにおいて、
　前記車載カメラが着脱可能に構成されたことを特徴とする車載カメラ用ウォッシャノズ
ル。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の車載カメラ用ウォッシャノズルを一体に備えたこ
とを特徴とする車載カメラ。
【請求項９】
　請求項８に記載の車載カメラにおいて、
　車両後部に取り付けられるリヤビューカメラであることを特徴とする車載カメラ。
【請求項１０】
　車両のガラスをウォッシャ液にて洗浄する車両用ウォッシャ装置において、
　請求項１～７のいずれか１項に記載の車載カメラ用ウォッシャノズルに前記ウォッシャ
液を導入し、前記吐出口からそのウォッシャ液を前記車載カメラの撮影面にも吐出する構
成としたことを特徴とする車両用ウォッシャ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ウォッシャ液の供給により車載カメラの撮影面に付着した異物を除去するた
めの車載カメラ用ウォッシャノズル、そのウォッシャノズルを有する車載カメラ、及び車
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載カメラ用ウォッシャノズルを含む車両用ウォッシャ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、車両周囲の状況を撮影する車載カメラを搭載する車両が増えつつあり、車載カメ
ラで撮影した外部映像がナビゲーション用のモニタに表示されることで、運転者の車両周
囲の確認を支援することが行われるようになってきている。例えば、車両後方下部の状況
を撮影する車載カメラを車両後部に搭載し、車両後進時にそのカメラの映像をモニタに表
示することで、運転者が確認し辛い車両後方下部の確認を十分にしかも容易に行うことが
可能となる。
【０００３】
　しかしながら、車載カメラは車両の外部に備えられるため、カメラの撮影面（レンズ面
）には雨滴や泥といった異物が付着することが多く、これを放置すれば、カメラが撮影し
た外部映像にその異物が映り込み、鮮明な外部映像が得られなくなる。そのため、従来で
は、ワイパによる払拭や液体や圧縮空気の吹き付け等にて、カメラの撮影面に付着した異
物を除去することが考えられている（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－５３４４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、車載カメラの撮影面に付着した異物除去をワイパの払拭にて行うのでは、そ
のワイパを払拭作動させる機構が必要で大掛かりとなるため、液体による異物除去の方が
それに比べて対応し易い。特に車両後部に備えられる車載カメラに対しては、元々リヤガ
ラスの洗浄のために供給するウォッシャ液を同じく車両後部側に設定したカメラ側にも供
給するようにすれば、比較的容易に対応することが可能である。
【０００６】
　しかしながら、ウォッシャ液等の液体の噴射による異物除去は、特許文献１にもあるよ
うに、カメラの撮影面における洗浄対象部分（撮像素子がレンズを介して臨む部分等）全
体の異物除去を確実に行うべく、ウォッシャノズルの噴射孔から噴射した液体をその洗浄
対象部分に広く当てるには、噴射孔と撮影面との間の距離をある程度長く設定する必要が
ある。つまり、液体を噴射するノズルにおいての噴射孔部分を車載カメラの撮影面から大
きく突出させた形状とする必要があるため、噴射ノズルの大型化を招く。結果、このよう
な噴射ノズルを備える車載カメラにおいては、車両外観においてその存在感を強調するこ
とになり、車両外観を損ねる等の問題があった。
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、その目的は、小型で撮影
面の好適な洗浄が可能な車載カメラ用ウォッシャノズル、そのウォッシャノズルを有する
車載カメラ、及び車載カメラ用ウォッシャノズルを含む車両用ウォッシャ装置を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、車両外部に搭載される車載カメ
ラの撮影面にウォッシャ液を供給し、該撮影面に付着した異物を除去するための車載カメ
ラ用ウォッシャノズルであって、内部に導入された前記ウォッシャ液を噴射する内部噴射
孔と、その噴射方向と交差する方向に延設された流路及び吐出口を有する吐出部とを備え
、前記内部噴射孔から噴射された前記ウォッシャ液を前記吐出部内の流路に溜めつつ前記
吐出口から前記車載カメラの撮影面に沿うように吐出させてその撮影面上の洗浄を行うよ
うに構成されたことをその要旨とする。
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【０００９】
　この発明では、内部噴射孔と、その噴射方向と交差する方向に延設された流路及び吐出
口を有する吐出部とを備えてノズルが構成され、内部噴射孔から噴射されたウォッシャ液
を吐出部内の流路に溜めつつ吐出口から車載カメラの撮影面に沿うように吐出させてその
撮影面上の洗浄が行われる。つまり、ウォッシャ液の吐出を撮影面に沿わせることで、ウ
ォッシャ液の吐出部の突出形状が小さく抑えられるとともに、内部噴射孔での噴射にて流
速が高められたウォッシャ液が吐出部内の流路にて車載カメラの撮影面（洗浄対象部分）
の洗浄に好適な吐出形状に変換されることで、その撮影面の好適な洗浄が可能となる。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の車載カメラ用ウォッシャノズルにおいて、
前記吐出口は、前記車載カメラの撮影面と段差なく設けられたことをその要旨とする。
　この発明では、吐出口が車載カメラの撮影面と段差なく設けられることから、吐出口か
ら吐出されるウォッシャ液を高い流速を維持したまま、カメラの撮影面上への供給が可能
となる。これにより、ウォッシャ液の流量を抑えつつも、より確実な洗浄が可能となる。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の車載カメラ用ウォッシャノズルにおいて、
前記吐出口から吐出される前記ウォッシャ液が前記車載カメラの撮影面に沿って平行に吐
出するように構成されたことをその要旨とする。
【００１２】
　この発明では、吐出口から吐出されるウォッシャ液が車載カメラの撮影面に沿って平行
に吐出されるようになるため、上記同様、洗浄対象までウォッシャ液を高い流速を維持し
たまま供給でき、ウォッシャ液の流量を抑えながらもより確実な洗浄が可能となる。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか１項に記載の車載カメラ用ウォッシ
ャノズルにおいて、前記吐出口から吐出される前記ウォッシャ液が前記車載カメラの撮影
面における洗浄対象部分と同幅の平行形状に吐出するように構成されたことをその要旨と
する。
【００１４】
　この発明では、吐出口から吐出されるウォッシャ液が車載カメラの撮影面における洗浄
対象部分と同幅の平行形状に吐出されるようになるため、上記同様、ウォッシャ液の無駄
を抑えながらもより確実な洗浄が可能となる。
【００１５】
　請求項５に記載の発明は、請求項１～４のいずれか１項に記載の車載カメラ用ウォッシ
ャノズルにおいて、前記吐出口から吐出される前記ウォッシャ液が重力方向下側に向けて
吐出するように構成されたことをその要旨とする。
【００１６】
　この発明では、吐出口から吐出されるウォッシャ液が重力方向下側に向けて吐出される
ようになるため、小さな吐出圧でもウォッシャ液を洗浄対象まで供給することができる。
　請求項６に記載の発明は、請求項１～５のいずれか１項に記載の車載カメラ用ウォッシ
ャノズルにおいて、前記ウォッシャ液の導入圧が作用することで開弁するチェックバルブ
を備えたことをその要旨とする。
【００１７】
　この発明では、ウォッシャ液の導入圧が作用することで開弁するチェックバルブが備え
られるため、使用時のみウォッシャノズルからウォッシャ液の吐出が可能で、不使用時に
はノズル（吐出口）からのウォッシャ液の漏れが抑制され、車載カメラの撮影面へのウォ
ッシャ液の付着が未然に防止される。
【００１８】
　請求項７に記載の発明は、請求項１～６のいずれか１項に記載の車載カメラ用ウォッシ
ャノズルにおいて、前記車載カメラが着脱可能に構成されたことをその要旨とする。
　この発明では、ウォッシャノズルは車載カメラが着脱可能に構成されるため、既存のカ



(5) JP 2011-245989 A 2011.12.8

10

20

30

40

50

メラを装着することで対応可能であり、またカメラのみ、ノズルのみの交換等、メンテナ
ンスが容易である。
【００１９】
　請求項８に記載の発明は、請求項１～７のいずれか１項に記載の車載カメラ用ウォッシ
ャノズルを一体に備えた車載カメラである。
　この発明では、車載カメラに上記のウォッシャノズルが一体に備えられるため、車両に
対する取り付けが容易である。
【００２０】
　請求項９に記載の発明は、請求項８に記載の車載カメラにおいて、車両後部に取り付け
られるリヤビューカメラであることをその要旨とする。
　この発明では、車載カメラは車両後部に取り付けられるリヤビューカメラであり、車両
後部は特に走行時の泥はね等でその泥や水滴等が付着し易いため、このようなウォッシャ
ノズルを搭載するのが好ましい。また、リヤガラスにウォッシャ液を噴射するリヤノズル
を有する車両については、リヤビューカメラに対して備えられるウォッシャノズルへのホ
ース等の取り回しも容易である。
【００２１】
　請求項１０に記載の発明は、車両のガラスをウォッシャ液にて洗浄する車両用ウォッシ
ャ装置において、請求項１～７のいずれか１項に記載の車載カメラ用ウォッシャノズルに
前記ウォッシャ液を導入し、前記吐出口からそのウォッシャ液を前記車載カメラの撮影面
にも吐出する構成としたことをその要旨とする。
【００２２】
　この発明では、車両のガラスをウォッシャ液にて洗浄する車両用ウォッシャ装置におい
て、そのウォッシャ液を車載カメラ用ウォッシャノズルへも供給するように構成されるた
め、車載カメラの撮影面の洗浄を行うべくウォッシャ液の供給等を行う手段を別途用意し
なくてすみ、簡素なシステムにて構成できる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、小型で撮影面の好適な洗浄が可能な車載カメラ用ウォッシャノズル、
そのウォッシャノズルを有する車載カメラ、及び車載カメラ用ウォッシャノズルを含む車
両用ウォッシャ装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本実施形態における車両用ウォッシャ装置の概略構成図である。
【図２】（ａ）はウォッシャノズル付き車載カメラの外観斜視図、（ｂ）はその断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明を具体化した一実施形態を図面に従って説明する。
　図１は、本実施形態の車両用ウォッシャ装置１の概略構成図である。図１に示すように
、車両２のエンジンルーム内に設置されるウォッシャタンク３には、その内部にウォッシ
ャ液Ｗが貯留されるとともに、ウォッシャタンク３の側壁には、筒状のインレット（図示
略）がウォッシャタンク３内に挿入された状態でポンプ装置４が装着されている。ポンプ
装置４には、車両２のフロントガラス２ａにウォッシャ液Ｗを噴射するフロントウォッシ
ャノズル（フロントノズル）５と、車両２のリヤガラス２ｂにウォッシャ液Ｗを噴射する
リヤウォッシャノズル（リヤノズル）６とがそれぞれホース７ａ，７ｂを介して接続され
ている。そして、車室内に配置された操作スイッチ８の操作に基づいてポンプ装置４が作
動され、ポンプ装置４のインレットから吸入されたウォッシャ液Ｗがフロントノズル５か
らフロントガラス２ａに、若しくはリヤノズル６からリヤガラス２ｂに向けて択一的に噴
射されるようになっている。
【００２６】
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　また、車両２には、カーナビゲーション装置が搭載され、地図等の表示がなされるナビ
ゲーション用のモニタ９が車室内に備えられるとともに、車両２の後部に備えられるリヤ
ビューカメラ（以下、単にカメラと言う）１０にて撮影された車両後方下部の外部映像が
、例えば車両後進時にそのモニタ９に表示されるようになっている。
【００２７】
　図２に示すように、本実施形態のカメラ１０には、その撮影面１０ａに付着した雨滴や
泥等の異物を除去すべくウォッシャ液Ｗを吐出するカメラ用ウォッシャノズル（カメラ用
ノズル）１１が一体に装着されている。
【００２８】
　詳述すると、カメラ１０は、外観が略立方体状をなしており、その一面が内部の撮像素
子がレンズ（ともに図示略）を介して臨む円形状の撮影窓部１０ｂを有する撮影面１０ａ
として構成されている。カメラ用ノズル１１は、撮影面１０ａを露出させてカメラ１０を
抱え込むように保持する保持部１２を有し、該保持部１２に対してカメラ１０が着脱可能
に保持される。
【００２９】
　カメラ１０の上部に位置するノズル本体部１３には、背面側（車両２の取付状態では車
両２の前方側）において、略円筒状の差込部１４が突出するように設けられている。カメ
ラ用ノズル１１は、前記リヤノズル６に向かうホース７ｂの途中でＴジョイントなどによ
り分岐して接続されたホース７ｃの一端が差込部１４に差し込まれてウォッシャ液Ｗが導
入される。差込部１４の内側に形成されるウォッシャ液Ｗの流路１５は、ノズル本体部１
３内を背面側から正面側に向けて（車両２の前方側から後方側に向けて）直線的に延設さ
れ、そのノズル本体部１３の正面側（車両２の後方側）に設けられる吐出部１６に至るま
で（後述する内部噴射孔１８まで）延設されている。
【００３０】
　また、流路１５の途中には、チェックバルブ１７が備えられている。チェックバルブ１
７は、前記ポンプ装置４の作動によるウォッシャ液Ｗの供給に基づいて開弁して吐出部１
６側に連通してウォッシャ液Ｗを供給し、ポンプ装置４の作動が停止すると閉弁して吐出
部１６側との連通が遮断され、ウォッシャ液Ｗの吐出部１６側への供給を停止する。つま
り、ポンプ装置４の停止状態では、吐出部１６からのウォッシャ液Ｗの漏れが防止されて
いる。
【００３１】
　流路１５の終端、即ち吐出部１６との境界部分においては、その流路１５断面の略中心
部に該流路１５の内径より十分に小さい開口径の円形状の内部噴射孔１８が設けられてい
る。この内部噴射孔１８からは、流速が高められたウォッシャ液Ｗが吐出部１６側に向け
て拡散するように噴射されるようになっている。
【００３２】
　吐出部１６は、カメラ１０の撮影面１０ａから若干突出するように設けられている。吐
出部１６は、カメラ１０の正面視で該カメラ１０（撮影窓部１０ｂ）の上部に位置し、下
面（重力方向下側）に吐出口１９を有している。吐出口１９は、幅方向に長い長方形状を
なしており、その長辺側の一辺がカメラ１０の撮影面１０ａと一致するように該撮影面１
０ａと段差なく設けられる。吐出口１９は、その幅方向の開口長さＬ１が、カメラ１０の
撮影面１０ａにおける円形状の撮影窓部１０ｂの直径Ｌ２と略同等に設定されている。因
みに、幅方向と直交する側の吐出口１９の開口長さＬ３は、幅方向の開口長さＬ１に比べ
て十分に小さく設定され、また吐出口１９がカメラ１０の撮影面１０ａと段差なく設けら
れることから、吐出部１６の突出は十分小さいものとなっている。
【００３３】
　吐出部１６内に形成される流路２０は、吐出口１９と前記内部噴射孔１８とを連通して
おり、吐出口１９の開口形状と同じ長方形状の断面形状（直方体状の空間）をなしている
。吐出部１６内の流路２０は、前記差込部１４から内部噴射孔１８まで延設されたノズル
本体部１３内の流路１５の延設方向と直交、この場合、内部噴射孔１８との対向面２０ａ
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が該噴射孔１８の中心部の噴射方向と直交する平面をなすように延設されている。また、
このように延設された吐出部１６内の流路２０は、カメラ１０の撮影面１０ａに対しては
平行をなし、該流路１５の内部噴射孔１８側の平面２０ｂがカメラ１０の撮影面１０ａと
面一、即ち上記したように吐出口１９がカメラ１０の撮影面１０ａと段差なく構成されて
いる。また、この流路２０は、内部噴射孔１８部分よりも反吐出口１９側（上側）にも若
干に延設されている。
【００３４】
　このような構成のカメラ用ノズル１１は、その差込部１４にホース７ｃの一端が差し込
まれて、カメラ１０とともに車両２の後部に取り付けられる。そして、ポンプ装置４の作
動により、リヤノズル６とともにカメラ用ノズル１１にウォッシャ液Ｗが供給されること
で、ノズル本体部１３内のチェックバルブ１７が開弁し、内部噴射孔１８を経て吐出部１
６側に供給される。
【００３５】
　このとき、内部噴射孔１８から噴射されたウォッシャ液Ｗは、吐出部１６内の対向面２
０ａに一旦当たるようにして吐出部１６内の流路２０に溜められつつ吐出口１９からその
開口形状に規制された状態で吐出される。つまり、内部噴射孔１８からの噴射方向と交差
する方向に流路２０を延設し、その流路２０の吐出口１９から吐出されたウォッシャ液Ｗ
は、カメラ１０の撮影面１０ａを沿った速い流速で撮影窓部１０ｂを少なくとも覆う幅で
略平行に吐出され、撮影窓部１０ｂを中心としたカメラ１０の撮影面１０ａの雨滴や泥等
の異物が好適に洗い流されるようになっている。
【００３６】
　次に、本実施形態の特徴的な作用効果を記載する。
　（１）内部噴射孔１８と、その噴射方向と直交方向に延設された流路２０及び吐出口１
９を有する吐出部１６とを備えてカメラ用ノズル１１が構成され、内部噴射孔１８から噴
射されたウォッシャ液Ｗを吐出部１６内の流路２０に溜めつつ吐出口１９からカメラ１０
の撮影面１０ａに沿うように吐出させてその撮影面１０ａ上の洗浄が行われる。つまり、
ウォッシャ液Ｗの吐出を撮影面１０ａに沿わせることで、ウォッシャ液Ｗの吐出部１６の
突出形状を小さく抑えることができ、また内部噴射孔１８での噴射にて流速が高められた
ウォッシャ液Ｗが吐出部１６内の流路２０にてカメラ１０の撮影面１０ａ（洗浄対象部分
である撮影窓部１０ｂ）の洗浄に好適な吐出形状に変換されることで、その撮影面１０ａ
の好適な洗浄を行うことができる。
【００３７】
　（２）吐出口１９がカメラ１０の撮影面１０ａと段差なく設けられていることから、吐
出口１９から吐出されるウォッシャ液Ｗを高い流速を維持したまま、カメラ１０の撮影面
１０ａ上への供給を行うことができる。これにより、ウォッシャ液Ｗの流量を抑えつつも
、より確実な洗浄を行うことができる。
【００３８】
　（３）吐出口１９から吐出されるウォッシャ液Ｗがカメラ１０の撮影面１０ａに沿って
平行に吐出されているため、このことによっても、洗浄対象部分である撮影窓部１０ｂま
でウォッシャ液Ｗを高い流速を維持したまま供給でき、ウォッシャ液Ｗの流量を抑えなが
らもより確実な洗浄を行うことができる。
【００３９】
　（４）吐出口１９から吐出されるウォッシャ液Ｗがカメラ１０の撮影面１０ａにおける
洗浄対象部分である撮影窓部１０ｂと同幅の平行形状に吐出されているため、このことに
よっても、ウォッシャ液Ｗの無駄を抑えながらもより確実な洗浄を行うことができる。
【００４０】
　（５）吐出口１９から吐出されるウォッシャ液Ｗが重力方向下側に向けて吐出されてい
るため、小さな吐出圧でもウォッシャ液Ｗを高い流速を維持したまま洗浄対象部分である
撮影窓部１０ｂまで供給することができる。
【００４１】
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　（６）ウォッシャ液Ｗのポンプ装置４の作動による導入圧が作用することで開弁するチ
ェックバルブ１７が備えられるため、使用時のみノズル１１からウォッシャ液Ｗの吐出が
可能で、不使用時にはノズル１１（吐出口１９）からのウォッシャ液Ｗの漏れが抑制され
、カメラ１０の撮影面１０ａへのウォッシャ液Ｗの付着を未然に防止することができる。
【００４２】
　（７）ノズル１１はカメラ１０が着脱可能に構成されているため、既存のカメラ１０を
装着することで対応可能であり、またカメラ１０のみ、ノズル１１のみの交換等、メンテ
ナンスが容易である。
【００４３】
　（８）カメラ１０にノズル１１が一体に備えられているため、車両２に対する取り付け
が容易である。
　（９）車両２後部に取り付けられるリヤビューカメラ１０には、特に走行時の泥はね等
でその泥や水滴等が付着し易いため、このようなノズル１１を搭載する意義は大きい。ま
た、リヤガラス２ｂにウォッシャ液Ｗを噴射するリヤノズル６を有する本実施形態の車両
２については、リヤビューカメラ１０に対して備えられるノズル１１へのホース７ｃ等の
取り回しも容易である。
【００４４】
　（１０）車両２のガラス２ａ，２ｂをウォッシャ液Ｗにて洗浄する車両用ウォッシャ装
置１において、そのウォッシャ液Ｗをカメラ１０用のノズル１１へも供給するように構成
されているため、カメラ１０の撮影面１０ａの洗浄を行うべくウォッシャ液Ｗの供給等を
行う手段を別途用意しなくてすみ、簡素なシステムにて構成することができる。
【００４５】
　尚、本発明の実施形態は、以下のように変更してもよい。
　・上記実施形態では、カメラ用ノズル１１にカメラ１０を着脱可能に装着する構成とし
たが、カメラ１０のハウジングにカメラ用ノズル１１を一体形成してもよい。
【００４６】
　・上記実施形態では、内部噴射孔１８の中心部の噴射方向と直交方向に吐出部１６内の
流路２０を延設したが、その噴射方向に対して直角以外の所定角度で斜めに交差するよう
に流路２０を構成し、流路２０の対向面２０ａにウォッシャ液Ｗを斜めに当てるようにし
てもよい。
【００４７】
　・上記実施形態では、吐出部１６内の流路２０をカメラ１０の撮影面１０ａと平行とし
たが、カメラ１０の撮影面１０ａに対して吐出部１６内の流路２０が斜めに延設し、撮影
面１０ａに対して斜めにウォッシャ液Ｗを吐出させてもよい。また、吐出口１９とカメラ
１０の撮影面１０ａとの間に若干の段差を有していてもよい。また、吐出口１９からウォ
ッシャ液Ｗを重力方向下側に吐出させたが、吐出方向を変更してもよい。
【００４８】
　・上記実施形態では、カメラ１０の正面視で吐出口１９からウォッシャ液Ｗを撮影窓部
１０ｂの直径Ｌ２と略同幅で平行に吐出させたが、例えば幅広となるようにウォッシャ液
Ｗを吐出させてもよい。また、吐出口１９からのウォッシャ液Ｗは、撮影窓部１０ｂの直
径Ｌ２と略同幅で吐出されなくてもよい。
【００４９】
　・上記実施形態では、ノズル１１内にチェックバルブ１７を備えて構成したが、チェッ
クバルブ１７を備えずとも止水が十分な構成とすれば、チェックバルブ１７を省略しても
よい。
【００５０】
　・上記実施形態では、リヤノズル６側に向かうホース７ｂから単にホース７ｃを分岐さ
せてカメラ用ノズル１１に接続し、リヤノズル６でのウォッシャ液Ｗの噴射と同時にカメ
ラ用ノズル１１でのウォッシャ液Ｗの吐出が実施される構成としたが、リヤノズル６とカ
メラ用ノズル１１とでポンプ装置４を個々に設けたり、リヤノズル６とカメラ用ノズル１
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１との流路を切り替える切替バルブ等を用いて、それぞれ独立して作動するようにしても
よい。
【００５１】
　・上記実施形態では、後方視認用のリヤビューカメラ１０に適用したが、側方視認用の
サイドビューカメラや前方視認用のフロントビューカメラ等、その他の車載カメラに適用
してもよい。
【符号の説明】
【００５２】
　１…車両用ウォッシャ装置、２…車両、２ａ，２ｂ…ガラス、１０…リヤビューカメラ
（車載カメラ）、１１…カメラ用ノズル（車載カメラ用ウォッシャノズル）、１０ａ…撮
影面、１０ｂ…撮影窓部（洗浄対象部分）、１６…吐出部、１７…チェックバルブ、１８
…内部噴射孔、１９…吐出口、２０…流路、Ｗ…ウォッシャ液。

【図１】 【図２】
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